
 

議

案

第

八

十

二

号 

 
 

 

和

解

に

つ

い

て 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

七

年

六

月

二

十

五

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

 

  
 

 

和

解

に

つ

い

て 

 

左

記

の

と

お

り

和

解

す

る

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
記 

一 

件 
 

 

名 
 

建

物

収

去

土

地

明

渡

等

請

求

訴

訟

事

件

に

係

る

和

解 

二 

当 

事 

者 
 

原 

告 

東

京

都

港

区

芝

公

園

一

丁

目

五

番

二

十

五

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港 

区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

被 

告 

個

人

（

建

物

現

所

有

者

） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

被 

告 

個

人

（

建

物

占

有

者

） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

被 

告 

個

人

（

建

物

占

有

者

） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

被 

告 

個

人

（

相

続

人

） 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

被 

告 

個

人

（

相

続

人

） 
三 

事

件

の

要

旨 

 
 

港

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

は

、

港

区

海

岸

三

丁

目

地

区

の

特

別

区

道

上

に

存

す

る

建

物

（

以

下

「

 

本

件

建

物

」

と

い

う

。

）

の

土

地

（

以

下

「

本

件

土

地

」

と

い

う

。

）

が

、

区

の

許

可

を

得

る

こ

と

な

く

不

法

に

占

有

さ

れ

て

い

る

と

し

て

、

令

和

六

年

十

二

月

十

一

日

、

本

件

建

物

の

所

有

者

で

あ

る

個

人

（

以

下

「

 

建

物

現

所

有

者

」

と

い

う

。

）

を

被

告

と

し

て

、

本

件

建

物

の

収

去

に

よ

る

本

件

土

地

の

明

渡

し

並

び

に

道

路

占

用

料

相

当

額

の

不

当

利

得

（

以

下

「

不

当

利

得

」

と

い

う

。

）

及

び

こ

れ

に

対

す

る

利

息

の

支

払

並

び

に

仮

執

行

の

宣

言

を

、

本

件

建

物

を

占

有

し

て

い

る

個

人

二

名

（

以

下

「

建

物

占

有

者

ら

」

と

い

う

。

）

を

被

告

と

し

て

、

本

件

建

物

か

ら

の

退

去

に

よ

る

本

件

土

地

の

明

渡

し

及

び

仮

執

行

の

宣

言

を

、

本

件

建

物

の

前

所

有

者

で

あ

る

個

人

の

遺

産

を

建

物

現

所

有

者

と

と

も

に

相

続

し

た

個

人

二

名

（

以

下

「

相

続

人

ら

」

と

い

う

。

）

を

被

告

と

し

て

、

不

当

利

得

及

び

こ

れ

に

対

す

る

利

息

の

支

払

並

び

に

仮

執

行

の

宣

言

を

求

め

る

民

事

訴

訟

を

提

起

し

た

。 

四 

和

解

条

項 

 
 

訴

訟

手

続

の

進

行

中

、

東

京

地

方

裁

判

所

か

ら

の

和

解

の

勧

告

を

踏

ま

え

て

、

原

告

並

び

に

建

物

現

所

有

者

、

建

物

占

有

者

ら

及

び

相

続

人

ら

（

以

下

「

被

告

ら

」

と

い

う

。

）

が

協

議

し

た

結

果

、

次

の

と

お

り

和

解

す

る

こ

と

と

す

る

。 

 

一 

被

告

ら

は

、

原

告

に

対

し

、

被

告

ら

が

、

本

件

土

地

を

何

の

権

原

な

く

占

有

し

て

い

る

こ

と

を

認

め

る

。

（ ） 



 

な

お

、

相

続

人

ら

の

占

有

は

、

令

和

五

年

九

月

二

十

一

日

ま

で

で

あ

る

。

 

 
二 

原

告

は

、

建

物

現

所

有

者

及

び

建

物

占

有

者

ら

に

対

し

、

本

件

土

地

の

明

渡

し

を

、

令

和

七

年

八

月

三

十

一

日

ま

で

猶

予

す

る

。 

 

三 

建

物

現

所

有

者

は

、

原

告

に

対

し

、

二

の

期

日

限

り

、

本

件

建

物

を

収

去

し

て

、

本

件

土

地

を

明

け

渡

す

。 

 

四 

建

物

現

所

有

者

は

、

三

に

よ

り

本

件

土

地

を

明

け

渡

し

た

と

き

に

、

本

件

土

地

上

に

残

置

し

た

動

産

に

つ

い

て

は

、

そ

の

所

有

権

を

放

棄

し

、

原

告

が

自

由

処

分

す

る

こ

と

に

異

議

が

な

い

。

 

 

五 

建

物

占

有

者

ら

は

、

原

告

に

対

し

、

二

の

期

日

限

り

、

本

件

建

物

か

ら

退

去

し

て

、

本

件

土

地

を

明

け

渡

す

。 

 

六 

建

物

占

有

者

ら

は

、

五

に

よ

り

本

件

建

物

を

退

去

し

た

と

き

に

、

本

件

建

物

内

に

残

置

し

た

動

産

に

つ

い

て

は

、

そ

の

所

有

権

を

放

棄

し

、

原

告

又

は

建

物

現

所

有

者

が

自

由

処

分

す

る

こ

と

に

異

議

が

な

い

。

 

 

七 

建

物

現

所

有

者

及

び

建

物

占

有

者

ら

が

、

二

の

期

日

ま

で

に

本

件

土

地

の

明

渡

し

を

完

了

し

な

い

場

合

、

建

物

現

所

有

者

及

び

相

続

人

ら

は

、

原

告

に

対

し

、

違

約

金

と

し

て

次

に

掲

げ

る

金

員

の

支

払

義

務

が

あ

る

こ

と

を

認

め

る

。 

 
 

イ 

建

物

現

所

有

者 

六

百

九

十

七

万

七

千

四

百

二

円

及

び

二

の

期

日

の

翌

日

か

ら

本

件

土

地

明

渡

し

済

み

ま

で

一

箇

月

十

七

万

五

千

八

百

三

十

三

円

の

割

合

に

よ

る

金

員

並

び

に

六

百

九

十

七

万

七

千

四

百

二

円

に

対

す

る

二

の

期

日

の

翌

々

日

か

ら

支

払

済

み

ま

で

年

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

よ

る

遅

延

損

害

金

 

（ ） （ ） （ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） （ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 



 

 
 

ロ 

相

続

人

ら 

そ

れ

ぞ

れ

五

百

九

十

六

万

二

千

二

百

八

十

一

円

及

び

二

百

九

十

八

万

千

百

四

十

円

並

び

に

こ

れ

ら

に

対

す

る

二

の

期

日

の

翌

々

日

か

ら

支

払

済

み

ま

で

年

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

よ

る

遅

延

損

害

金 

 

八 

建

物

現

所

有

者

は

、

原

告

に

対

し

、

七

イ

の

違

約

金

と

し

て

、

六

百

九

十

七

万

七

千

四

百

二

円

を

二

の

期

日

の

翌

日

限

り

、

原

告

の

指

定

す

る

口

座

（

以

下

「

本

件

口

座

」

と

い

う

。

）

に

振

り

込

む

方

法

に

よ

り

支

払

う

。

た

だ

し

、

振

込

手

数

料

は

、

建

物

現

所

有

者

の

負

担

と

す

る

。 

 
 

 

建

物

現

所

有

者

が

当

該

支

払

を

怠

っ

た

と

き

は

、

建

物

現

所

有

者

は

、

原

告

に

対

し

、

六

百

九

十

七

万

七

千

四

百

二

円

か

ら

既

払

金

を

控

除

し

た

残

金

及

び

こ

れ

に

対

す

る

二

の

期

日

の

翌

々

日

か

ら

支

払

済

み

ま

で

年

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

よ

る

遅

延

損

害

金

を

、

本

件

口

座

に

振

り

込

む

方

法

に

よ

り

直

ち

に

支

払

う

。

た

だ

し

、

振

込

手

数

料

は

、

建

物

現

所

有

者

の

負

担

と

す

る

。

 

 
 

 

建

物

現

所

有

者

は

、

原

告

に

対

し

、

七

イ

の

違

約

金

と

し

て

、

二

の

期

日

の

翌

日

か

ら

本

件

土

地

明

渡

し

済

み

ま

で

一

箇

月

十

七

万

五

千

八

百

三

十

三

円

の

割

合

に

よ

る

金

員

を

、

本

件

口

座

に

振

り

込

む

方

法

に

よ

り

支

払

う

。

た

だ

し

、

振

込

手

数

料

は

、

建

物

現

所

有

者

の

負

担

と

す

る

。

 

 

九 

相

続

人

ら

は

、

原

告

に

対

し

、

七

ロ

の

違

約

金

と

し

て

、

そ

れ

ぞ

れ

五

百

九

十

六

万

二

千

二

百

八

十

一

円

及

び

二

百

九

十

八

万

千

百

四

十

円

を

二

の

期

日

の

翌

日

限

り

、

本

件

口

座

に

振

り

込

む

方

法

に

よ

り

支

払

う

。

た

だ

し

、

振

込

手

数

料

は

、

相

続

人

ら

の

負

担

と

す

る

。

 

 
 

 

相

続

人

ら

が

当

該

支

払

を

怠

っ

た

と

き

は

、

相

続

人

ら

は

、

原

告

に

対

し

、

そ

れ

ぞ

れ

五

百

九

十

六

万

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 



 

二

千

二

百

八

十

一

円

及

び

二

百

九

十

八

万

千

百

四

十

円

か

ら

既

払

金

を

控

除

し

た

残

金

並

び

に

こ

れ

ら

に

対

す

る

二

の

期

日

の

翌

々

日

か

ら

支

払

済

み

ま

で

年

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

よ

る

遅

延

損

害

金

を

、

本

件

口

座

に

振

り

込

む

方

法

に

よ

り

直

ち

に

支

払

う

。

た

だ

し

、

振

込

手

数

料

は

、

相

続

人

ら

の

負

担

と

す

る

。 

 

十 

原

告

が

建

物

現

所

有

者

及

び

建

物

占

有

者

ら

か

ら

本

件

土

地

の

明

渡

し

を

受

け

た

と

き

は

、

原

告

は

、

原

告

を

債

権

者

と

し

、

建

物

現

所

有

者

を

債

務

者

と

す

る

処

分

禁

止

の

仮

処

分

を

取

り

下

げ

る

。

 

 

十
一 

原

告

が

建

物

現

所

有

者

及

び

建

物

占

有

者

ら

か

ら

本

件

土

地

の

明

渡

し

を

受

け

た

と

き

は

、

原

告

は

、

原

告

を

債

権

者

と

し

、

建

物

占

有

者

ら

を

債

務

者

と

す

る

占

有

移

転

禁

止

の

仮

処

分

を

取

り

下

げ

る

。

 

 

十
二 

建

物

現

所

有

者

は

、

原

告

に

対

し

、

十

の

仮

処

分

の

命

令

の

申

立

事

件

に

つ

い

て

、

原

告

が

供

託

し

た

担

保

の

取

消

し

に

同

意

し

、

そ

の

取

消

決

定

に

対

し

抗

告

し

な

い

。

 

 

十
三 

建

物

占

有

者

ら

は

、

原

告

に

対

し

、
十
一

の

仮

処

分

の

命

令

の

申

立

事

件

に

つ

い

て

、

原

告

が

供

託

し

た

担

保

の

取

消

し

に

同

意

し

、

そ

の

取

消

決

定

に

対

し

抗

告

し

な

い

。

 

 

十
四 

原

告

は

、

そ

の

余

の

請

求

を

放

棄

す

る

。 

 

十
五 

原

告

及

び

被

告

ら

は

、

原

告

と

被

告

ら

と

の

間

に

は

、

本

件

に

関

し

、

こ

の

和

解

条

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

に

、

何

ら

の

債

権

債

務

が

な

い

こ

と

を

相

互

に

確

認

す

る

。

 

 

十
六 

訴

訟

費

用

は

各

自

の

負

担

と

す

る

。 

（

説 

明

） 

（ ） （ ） （ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ ） （ ） 

（ ） 

（ ） 



 

 

建

物

収

去

土

地

明

渡

等

請

求

訴

訟

事

件

に

お

い

て

、

和

解

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

九

十

六

条

第

一

項

第

十

二

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


